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令和８年６月１日

保護者の皆様へ

徳島県立徳島聴覚支援学校長
中山 育美

徳島県立徳島視覚支援学校長

警報発令時等の対応について

この度、気象庁より発表される気象情報の種類や基準が一部変更されました。これに伴

い、警報発令時等の対応について次のとおり変更します。保護者の皆様におかれましても、

幼児・児童生徒の安全が確保されますように、格別の御理解と御配慮をお願いいたします。

１ 徳島市に、レベル４以上（大雨）、特別警報（暴風、大雪、暴風雪）が発令されたとき

《登校前》

臨時休校にします。なお、状況により早い時期に臨時休校とすることが

あります。その時は、家庭に連絡をします。

《登校中》

登校中に発令された場合は、ただちに帰宅、または安全な場所への避難を

して命を守る行動をとってください。

《授業中》

授業中に発令または、発令が予想される場合は、授業を中止し、家庭に連

絡をとったうえで下校となります。下校が危険な場合は、保護者の迎えが

あるまで学校で待機させることもあります。

２ 徳島市に、レベル３（大雨）、警報（暴風、大雪、暴風雪、津波）が発令されたとき

《午前６時の時点で発令中》

自宅・寄宿舎等（＊安全な場所）で待機してください。

＊津波に関する警報の場合

《午前９時の時点で解除》

３時間目から授業を行います。安全を確かめて登校してください。

給食はあります。

《午前９時の時点で発令中》

臨時休校とします。

《授業中に発令》

授業を中止することがあります。状況によって判断し、家庭に連絡します。

３ 居住地や通学路に、レベル３以上（大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮）、警報以上

（暴風、大雪、暴風雪、津波）が発令されたとき

居住地に警報が発令されている

場合は、自宅で待機してください。

また、出水・道路状況により、登校に危険が伴うと保護者が判断した場合は、

休ませてください。この場合は出席扱いとなります。
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４ 交通機関の運休

警報が発令されていなくても、徳島市内までの交通機関（ＪＲ、バス等）

が運休している場合は、上記と同じ対応とします。

◆テレビやラジオなどでは、市町村をまとめた地域の名称で発表する場合があります。

徳島・鳴門 徳島市、鳴門市、小松島市、松茂町、北島町、

藍住町、板野町

徳 北部 美馬北部・阿北 吉野川市、阿波市、美馬市脇・美馬・穴吹、

石井町、上板町、つるぎ町半田・貞光

島 美馬南部・神山 美馬市木屋平、佐那河内村、神山町、つるぎ町一宇

三好 三好市、東みよし町

阿南 阿南市

南部 那賀・勝浦 勝浦町、上勝町、那賀町

海部 牟岐町、美波町、海陽町

５ 寄宿舎の緊急時の保護者連絡について

舎生が、寄宿舎にいる場合は寄宿舎から家庭に連絡します。それ以外の場合は

学校から連絡します。

不明の際は次の番号にお問い合わせください。

徳島県立徳島聴覚支援学校 電話 ０８８－６５２－８５９４

ＦＡＸ ０８８－６５５－３４９７

ＨＰ http://tokuchou.tokushima-ec.ed.jp

徳島県立徳島視覚支援学校 電話 ０８８－６２２－６２５５

ＨＰ http://tokushikaku.tokushima-ec.ed.jp

緊急連絡用（電話 ０９０－９５５５－４６９４）


